
の
墳
前
に
歪
て
念
僻
供
養
す
る
こ
と
腕
に
叉
久
速
な

む
。
以
て
考
諮
す
べ
し
。
』
と
あ
る
。
長
筒
漣
夫
人
の

侍
女
の
山
代
祖
泉
道
程
に
は
、
『
さ
ね
も
り
の
は
か
厨

は
石
を
す
こ
し
つ
み
て
、
し
る
し
に
松
を
う
ゑ
た
り
。

里
は
あ
れ
て
人
は
た
づ
ね
ぬ
笹
原
に
た
ど
松
風
の
吹

す
さ
ぶ
ら
ん
。
』
と
あ
る
。
こ
れ
が
質
盛
の
墳
で
あ
る

こ
と
の
確
設
は
見
笛
ら
ぬ
が
、
し
か
停
へ
た
こ
と
も

古
〈
か
ら
で
あ
る
。
大
正
五
年
有
志
相
謀
っ
て
樹
遜

に
石
垣
党
総
ら
し
た
。

ザ
ネ
ヨ
シ
毘
吉
一
一
キ
珠
洲
郡
中
〈
部
落
名
〉

の
内
の
小
字
。

ザ
ネ
ヨ

9

髭
頼
珠
洲
郡
上
戸
の
百
姓
。
前
回

利
家
入
凶
の
際
周
旋
し
た
功
に
よ
り
、
天
正
十
一
年

十
一
月
二
十
二
日
高
十
俵
を
扶
持
せ
ら
れ
、
次
い
で

十
村
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
三
代
鍵
額
の
時
明
隠
元
年

に
十
村
を
除
か
れ
た
。

サ
ノ
佐
野
能
美
郡
徳
橋
郷
に
臨
す
る
部
務
。

越
涼
軒
目
録
文
明
十
九
年
正
月
十
一
日
の
僚
に
『
南

部
脚
寺
領
賀
州
佐
野
・
牛
島
村
』
と
あ
る
佐
野
は
是
で
あ

る
。
叉
康
正
二
年
造
内
裳
段
銭
並
同
役
引
付
に
、
『
三

百
六
十
女
、
大
内
五
郎
殿
賀
州
狭
村
段
銭
』
と
あ
る

狭
村
も
同
じ
か
ら
う
。

サ
ノ
佐
野
鹿
島
郡
高
行
保
に
鴎
す
る
部
務
。

ザ
ノ
佐
野
鳳
軍
部
下
町
野
郷
に
属
す
る
邸
務
。

能
菅
名
跡
志
に
‘
『
東
の
山
手
に
佐
野
村
と
で
あ
り
。

則
佐
野
寺
と
て
鑓
言
宗
あ
り
。
』
と
見
え
る
崎
元
緑
の

郷
村
名
義
抄
に
佐
野
寺
が
あ
る
か
ら
佐
野
村
と
い
ふ

と
解
す
る
も
の
は
逆
誌
で
あ
る
。

ザ
ノ
イ
シ
佐
野
右
江
沼
郡
佐
野
か
ら
産
出
す

る
長
石
慣
の
原
料
で
‘
往
時
は
之
を
以
て
九
谷
焼
の

稲
築
を
製
し
た
が
、
銭
分
を
含
む
か
ら
漸
次
顧
み
ら

れ
ぬ
に
至
っ
た
。

サ
ノ
カ
ナ
ヘ

佐
野
鼎

伊
〈
は
幕
府
旗
下
の
士
秩

サ
ネ
l

サ
八

山
安
房
守
の
領
駿
河
富
士
郡
水
戸
島
村
の
郷
士
佐
野

方
十
へ

小
右
衛
門
。
鼎
は
誌
を
翫
と
い
ひ
、
初
め
江
戸
に
在

っ
た
時
、
下
曾
税
金
三
郎
の
塾
顕
と
な
り
、
閉
式
銃

胞
の
製
法
及
び
操
法
に
謹
し
た
。
金
禄
に
批
猫
館
の

設
立
せ
ら
れ
た
時
、
安
政
元
年
十
一
月
務
は
之
を
聴

し
て
士
列
に
斑
せ
し
め
、
機
百
五
十
石
を
奥
へ
、
商

洋
抱
術
師
範
方
棟
取
役
を
命
じ
た
が
、
議
延
元
年
幕

府
の
初
め
て
使
節
を
米
闘
に
遣
は
す
に
及
び
、
鼎
は

般
を
務
ぇ
，
て
之
に
随
号
た
。
文
久
元
年
九
月
鴎
っ
て

再
び
務
に
仕
へ
、
厳
務
の
後
兵
部
省
に
奉
敬
し
、
造

兵
の
事
に
奥
っ
た
。

ザ
ノ
ガ
マ
佐
野
窯
能
奨
郡
佐
野
の
胸
窯
そ
い

ふ
。
天
保
六
年
若
杉
窯
を
去
っ
た
陶
鶴
工
務
田
屋
伊

三
郎
が
、
自
ら
そ
の
居
村
に
之
を
起
し
た
も
の
で
あ

る
。
次
い
で
中
川
源
左
衛
門
等
撤
名
を
奨
励
し
て
索
、

地
製
造
の
業
を
起
さ
し
め
た
が
、
爾
後
大
に
隆
昌
と

な
っ
て
今
に
鎖
的
し
て
ゐ
る
。

ザ
ノ
キ
ミ
ノ
リ
佐
野
公
記
遇
制
榊
幸
之
態
。
賀

暦
中
召
出
さ
れ
、
百
二
十
石
を
領
し
、
組
外
強
で
御

馬
莱
役
と
な
っ
た
。
子
孫
相
繕
い
で
務
に
仕
へ
る
。

サ
ノ
ジ
佐
野
寺
臨
苧
一
部
一
佐
野
に
あ
っ
て
、
提

言
宗
に
回
す
る
。
貞
享
の
番
上
に
開
基
年
観
共
に
知

れ
ぬ
と
あ
る
。

サ
ノ
タ
ユ
ウ
ゾ
ウ
佐
野
+
議
事
保
十
三
年
召

出
さ
れ
、
十
人
扶
持
を
受
け
て
御
馬
留
と
な
っ
た
。

寛
保
二
年
六
十
七
歳
を
以
て
夜
。
子
孫
相
繕
い
で
務

に
仕
へ
る
。

ザ
ノ
シ
ュ
ン
ア
ン
佐
野
春
巷
珠
洲
郡
飯
田
の

人
。
交
政
十
一
年
を
以
て
生
ま
れ
、
明
治
三
十
一
日
早

裂
し
た
。
儒
留
を
以
て
交
友
最
も
臆
〈
、
文
名
一
時

に
籍
甚
で
あ
っ
た
。

ザ
ノ
ジ
ン
ジ
ヤ
狭
野
紳
批
能
美
郡
佐
野
に
鎮

座
す
る
。
式
内
等
萄
位
記
に
、
『
狭
野
跡
祉
。
式
内
一
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